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告 示■

◎群馬県告示第２５号

森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号）第４条の２第３項に規定する知事が許可すべき皆伐面積の限度は、

次のとおりとする。

令和４年２月１日

群馬県知事 山 本 一 太

皆伐面積の限度皆伐面積の限度を定める区域 保安林の種類
（ヘクタール）

神流川 水源かん養保安林 ５３２．８９

土砂流出防備保安林 ２７９．３７

保健保安林 ３０．５２

藤岡市 干害防備保安林 １８．８８

鏑川 水源かん養保安林 ３７０．１２

土砂流出防備保安林 ４０４．６９

保健保安林 ４．５０

富岡市 干害防備保安林 １．７６

下仁田町 干害防備保安林 ６．０８

碓氷川 水源かん養保安林 ２２２．２０

土砂流出防備保安林 ２２０．２９

保健保安林 ０．９８

安中市 干害防備保安林 ３．６６

烏川 水源かん養保安林 ３９７．６７

土砂流出防備保安林 ２３３．２７

保健保安林 １２９．９８

高崎市 干害防備保安林 １８．２２

渋川市 干害防備保安林 ２．５６

吾妻川 水源かん養保安林 ８２３．４７

土砂流出防備保安林 ３３９．５８

保健保安林 ２０．２６

中之条町 干害防備保安林 １．２２

東吾妻町 干害防備保安林 １１．２０

第９９７２号令和４年２月１日（火） 群 馬 県 報



3

第９９７２号令和４年２月１日（火） 群 馬 県 報

長野原町 防風保安林 ０．９０

嬬恋村 防風保安林 １．００

利根川上流 水源かん養保安林 ７７２．３５

土砂流出防備保安林 ５７．６２

保健保安林 １２．５８

沼田市 干害防備保安林 １．１６

川場村 干害防備保安林 ５．４６

みなかみ町 干害防備保安林 ５．０４

片品川 水源かん養保安林 １１９２．２０

土砂流出防備保安林 １５９．７４

保健保安林 １７．９６

赤城西南部 水源かん養保安林 １４０．９６

土砂流出防備保安林 ９９．３４

保健保安林 ２０．２０

前橋市 防風保安林 ４．３０

干害防備保安林 ６２．２５

渡良瀬川西部 水源かん養保安林 ６６５．１９

土砂流出防備保安林 ３１７．１６

保健保安林 １１２．２６

太田市 干害防備保安林 ３．４４

桐生市 防風保安林 ０．４０

干害防備保安林 ９．４９

みどり市 干害防備保安林 ０．４８

※ 数値は、国有林及び民有林の合計値

◎群馬県告示第２６号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定により、電線共同溝を整

備すべき道路を次のとおり指定した。

令和４年２月１日
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群馬県知事 山 本 一 太

道路の種類 路線名 区 間

県道 川原畑大戸線 吾妻郡長野原町大字川原湯字打越４７７番２地先から同郡同町大字
同字同４９９番７地先まで及び吾妻郡長野原町大字川原湯字金花山
５１０番５地先から同郡同町大字同字同５５７番７地先までの上下
線

公 告■

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第２号の規定による処分をしたので、同法第２９条の５

第１項の規定により、次のとおり公告する。

令和４年２月１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 処分をした年月日 令和４年１月２１日

２ 被処分者

商号又は名称 主たる営業所の所在地 代表者氏名 許可番号

株式会社北関石田組 群馬県渋川市有馬９４３番地１ 代表取締役 芳賀秀和 群馬県知事許可（般－
３０）第２４４４１号

３ 処分の内容 建設業法第２９条第１項第２号の規定による建設業許可の取消処分

(1) 取消処分の対象となる許可番号 群馬県知事許可（般－３０）第２４４４１号

(2) 取消処分の対象となる建設業 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、

水道施設工事業及び解体工事業

４ 処分の原因となった事実 被処分者の取締役に就任した者は、平成３０年１０月２５日に前橋地方裁判所から

覚醒剤取締法（昭和２６年法律第２５２号）違反により懲役２年６月（執行猶予５年）の刑の言渡しを受け、同

年１１月９日にその刑が確定していた。このことは、建設業法第２９条第１項第２号に該当する。

館林都市計画工業団地造成事業について、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定によ

り決定するに当たり、当該都市計画の県原案を次のとおり定めた。

令和４年２月１日

群馬県知事 山 本 一 太

館林都市計画工業団地造成事業を次のように決定する。

１ 都市計画工業団地造成事業 次の工業団地造成事業を決定する。

館林北部第四地区工業団地造成事業 面積約１９．３ｈａ 館林市大新田町の一部
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群馬県都市計画公聴会規則（昭和４５年群馬県規則第８５号）第２条第１項の規定により、館林都市計画工業団

地造成事業に係る公聴会を次のとおり開催する。

令和４年２月１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 開催期日及び場所 令和４年２月２４日（木）午後２時から 館林市役所５階研修室

２ 作成しようとする都市計画の案 館林都市計画工業団地造成事業の決定に係る都市計画の案（都市計画原案は、

群馬県県土整備部都市計画課、群馬県県土整備部館林土木事務所及び館林市都市建設部都市計画課において、令

和４年２月１日（火）から同月１５日（火）まで閲覧に供する（ただし、群馬県の休日を定める条例（平成元年

群馬県条例第１６号）第１条第１項に規定する休日を除く。）。）

３ 公述の申出 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、住所、氏名、年齢、職業、電話番号並びに都市計

画案についての利害関係及び意見の要旨を記載した書面（別記様式）により、令和４年２月１５日（火）までに

下記に到着するよう提出すること。

〒３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県県土整備部都市計画課

４ 公述人の選定 公述人は、前記によってあらかじめ申し出た者のうちから知事が選定し、その旨を通知する。

なお、公述時間は、１０分以内とする。

５ その他 公述の申出がなく、公聴会を開催しない場合は、公聴会開催予定日の１週間前に群馬県県土整備部都

市計画課、群馬県県土整備部館林土木事務所、館林市都市建設部都市計画課及び公聴会の開催予定の場所に掲示

する。

６ 公聴会の問合せ先 群馬県県土整備部都市計画課 電話０２７－２２６－３６５６

別記様式

館林都市計画工業団地造成事業の決定（館林北部第四地区の決定）に関する公述申出書
年 月 日

群馬県知事 山本 一太 あて

令和４年２月１日付け群馬県報に登載された館林都市計画工業団地造成事業の決定に係る都市計画の県
原案に対して、次のとおり意見を述べたいので申し出ます。

１ 公述申出人 住所 電話番号
氏名 年齢 職業

２ 都市計画案に係る利害関係（関係市町村の住民等は、記載不要）
３ 意見の要旨（別紙のとおり）

「意見の要旨」作成上の注意

Ａ４判４００字詰め原稿用紙１枚程度とし、横書きとすること。

館林都市計画区域区分について、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により変更す

るに当たり、当該都市計画の県原案を次のとおり定めた。

令和４年２月１日

群馬県知事 山 本 一 太

館林都市計画区域区分を次のように変更する。

１ 市街化区域及び市街化調整区域の区分 次の区域を新たに市街化区域に編入する。
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館林北部第四地区 面積約２０．７ｈａ 館林市大新田町の一部

２ 人口フレーム 人口は、広域都市計画圏の人口フレームによる。

年 次 平成２７年 令和７年
区 分 （基準年） （基準年の１０年後）

都市計画区域内人口 ４７６．８千人 おおむね４５１．０千人

市街化区域内人口 ３３４．３千人 ※ おおむね３１７．８千人

配分する人口 － おおむね３１９．２千人

※ 令和７年における市街化区域内人口については、広域都市計画圏における保留人口は想定されていない。

群馬県都市計画公聴会規則（昭和４５年群馬県規則第８５号）第２条第１項の規定により、館林都市計画区域区

分に係る公聴会を次のとおり開催する。

令和４年２月１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 開催期日及び場所 令和４年２月２４日（木）午後２時から 館林市役所５階研修室

２ 作成しようとする都市計画の案 館林都市計画区域区分の変更に係る都市計画の案（都市計画原案は、群馬県

県土整備部都市計画課、群馬県県土整備部館林土木事務所及び館林市都市建設部都市計画課において、令和４年

２月１日（火）から同月１５日（火）まで閲覧に供する（ただし、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県

条例第１６号）第１条第１項に規定する休日を除く。）。）

３ 公述の申出 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、住所、氏名、年齢、職業、電話番号並びに都市計

画案についての利害関係及び意見の要旨を記載した書面（別記様式）により、令和４年２月１５日（火）までに

下記に到着するよう提出すること。

〒３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県県土整備部都市計画課

４ 公述人の選定 公述人は、前記によってあらかじめ申し出た者のうちから知事が選定し、その旨を通知する。

なお、公述時間は、１０分以内とする。

５ その他 公述の申出がなく、公聴会を開催しない場合は、公聴会開催予定日の１週間前に群馬県県土整備部都

市計画課、群馬県県土整備部館林土木事務所、館林市都市建設部都市計画課及び公聴会の開催予定の場所に掲示

する。

６ 公聴会の問合せ先 群馬県県土整備部都市計画課 電話０２７－２２６－３６５６

別記様式

館林都市計画区域区分の変更（館林北部第四地区の決定）に関する公述申出書
年 月 日

群馬県知事 山本 一太 あて

令和４年２月１日付け群馬県報に登載された館林都市計画区域区分の変更に係る都市計画の県原案に対
して、次のとおり意見を述べたいので申し出ます。

１ 公述申出人 住所 電話番号
氏名 年齢 職業
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２ 都市計画案に係る利害関係（関係市町村の住民等は、記載不要）
３ 意見の要旨（別紙のとおり）

「意見の要旨」作成上の注意

Ａ４判４００字詰め原稿用紙１枚程度とし、横書きとすること。

入札公告■

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

令和４年２月１日

群馬県立小児医療センター院長 外 松 学

１ 調達内容

(1) 調達件名 群馬県立小児医療センター清掃及びごみ収集業務委託

(2) 調達件名の仕様等 入札説明書による。

(3) 履行期間 令和４年４月１日（金）から令和７年３月３１日（月）まで

(4) 履行場所 群馬県立小児医療センター

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された令和２・３年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者

であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

令和４年２月２２日（火）までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年３月７日

（月）午後５時までに、資格者名簿の登載を確認し、群馬県立小児医療センター事務局総務課へその旨連絡す

ること。

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けて

いない者であること。

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

(7) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支
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店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経

営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。）でないこと。

(8) 過去３年以内に、１５０床以上の病床を有する病院の清掃業務を、２年以上確実に履行した実績を有する者

であること。

(9) 日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。

(10)その他、入札説明書及び仕様書に記載されている要件を満たす者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７７－８５７７ 群馬

県渋川市北橘町下箱田７７９番地 群馬県立小児医療センター事務局総務課 船山晋 電話０２７９－５２－

３５５１

(2) 入札説明書の交付方法 令和４年２月１日（火）から同月２５日（金）までの日（群馬県の休日を定める条

例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除く。）の午

前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間、上記(1)の場所において交付する。

(3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申

請書等」という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。また、

入札参加資格確認結果は、令和４年３月８日（火）までに入札参加資格確認通知書で通知する。

ア 申請書等の提出期限 令和４年３月１日（火）午後５時まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１項

に規定する休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

イ 申請書等の提出方法 郵送又は上記(1)の場所に持参とする。

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「清掃及びごみ収集業務委託の入札参加資格確認申請書類在中」と朱書きすること。

ウ 提出部数 １部

(4) 入札及び開札の日時及び場所 令和４年３月１５日（火）午前１０時 群馬県立小児医療センター２階研修

会議室（郵送による場合は、書留郵便とし、同月１４日（月）午後５時までに上記(1)の場所に群馬県立小児

医療センター院長あて親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「清掃及びごみ収集業務委託入札書在

中」と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。
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(6) 調達内容の変更等 令和４年度群馬県病院事業会計予算が議決されなかった場合その他県の都合により、本

件調達手続きの変更、停止等の措置を行うことがある。

落札決定の効果 当該入札の落札決定の効果は、令和４年４月１日の令和４年度予算発効時において(7)

なお、契約の締結は、同日とする。効力を生ずる。

(8) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: SOTOMATSU Manabu, Director of the

Gunma Children's Medical Center

(2) Nature and quantity of the services to be required: Building cleaning and collecting of garbage

in the Gunma Children's Medical Center

(3) Bidding deadline: Tuesday, March 15, 2022 at 10:00 a.m.(JST) (bidding by registered mail must

be received by Monday, March 14, 2022 at 5:00 p.m.(JST))

(4) For further details, please contact: FUNAYAMA Shin, General Affairs Section, Management Office

of the Gunma Children's Medical Center, 779 Shimohakoda, Hokkitsu-machi, Shibukawa-shi,

Gunma-ken, 377-8577, Japan, TEL 0279-52-3551(Japanese language only)

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


